
（参考図 1） ＪＲ関連 

 

 

 

 

 

上部工のみの定期点検における点検範囲について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図面の着色部は JR が点検する箇所となり、 

本業務の点検範囲は上記以外の部分となります。 

 

→上部工のうち舗装等の橋面部、地覆内側、防護柵内側 

 


